
○　計画の位置付け
　秋田県読書活動の推進に関する条例の規定に基づき、読書活動の推進に関する基本的な計画を定める。

　本計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づく「都道府県子ども読書活動推進基本計画」、

　「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法）」に基づく「地方公共団体

　における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画」に位置づける。

○　計画期間　
　令和８～１２年度の５年間

○　基本目標
　　｢子どもの読書習慣の形成とライフスタイルに応じた読書活動の促進　～読書文化の定着に向けて～」

○　代表指標  　

○　基本的方向
（１）読書習慣の形成に向けて、子どもの読書活動を推進する。

（２）多様な読書ニーズやデジタル社会に対応した読書活動を推進する。

（３）読書の魅力や効用を発信するとともに、読書を通じた交流を促進する。

※ 項建てに係る考え方
　①　４次計画の項立ては、基本的に３次計画の項立てを踏襲している。

　②　「３　地域における読書活動の推進」の章に「読書が困難な方の読書環境の整備」の項を設け、次の項目を整理する。

　   ・３期「１ 家庭における読書活動の推進」の章の「高齢者などへの読書支援」

 　  ・３期「４ 関係機関等との協働による読書活動の推進」の章の「高齢者への読書活動推奨」「視覚障害者等の読書環境の整備の推進」

　③　ビブリオバトル、子ども読書の日に係る市町村実施のイベントについては、「４　関係機関との協働」の項に移動
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１　家庭における読書活動の推進

（１）県立図書館の利用促進に向けた体制の整備 

①　各世代に対応した読書環境の整備　 

　「子育て情報コーナー」「teens'コーナー」「シニアコーナー」等、各世代のニーズに応じた資料の充実

②   県民の読書ニーズに対応できるサービス機能の強化

　県立図書館の資料充実や職員体制の整備、レファレンス・サービスの周知・機能強化

③   秋田県立図書館デジタルアーカイブの活用促進

　県機関所蔵の資料の目録や画像情報を一元的に検索できるポータルサイトによる県民への情報提供　

④   ウェブサイトやＳＮＳを活用した情報発信

　図書館の利用方法やイベント等の情報発信、所蔵資料の紹介

（２）子どもの読書習慣づくり

①　子どもの保護者に向けた読書の楽しさの理解促進

　子どもの読書に関する相談や「おはなし会」の開催、保護者に対象に読み聞かせの方法などを伝える｢県庁出前講座｣の開催

②　読み聞かせにお薦めの絵本の紹介

　読み聞かせに適した絵本を、子育て応援ウェブサイトのデジタルブック「あふれちゃんのえほんばこ」等により紹介、貸出

（３）児童会館での子どもの読書活動の推進

　　県子ども読書支援センター（県立図書館内）から県児童会館図書室への児童書の貸出、運営に関する相談対応

（４）生涯学習としての読書活動の奨励

　　生涯学習センターにおける文学や教養に関連する作品に親しむ講座の実施、講座に関連する書籍の紹介

項立て及び具体的な取組
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（５）「あきたブックネット」等による情報発信

①　読書イベント等の情報発信

　県内で読書に関連した取組をしている方々の紹介や、読書イベントに係る情報発信、おすすめ本の紹介

②　多様な読書方法についての情報発信
　電子書籍やオーディオブック等の利用など、多様な読書方法を紹介

２　学校等における読書活動の推進

（１）幼稚園・保育所・認定こども園等

①　幼稚園・保育所・認定こども園等における読み聞かせの推奨

　保育者に対し、読み聞かせに関する効果的な手法など、実践的な指導力向上を目指した研修会の開催

（２）小学校、中学校、高等学校等

①　子どもの発達の段階に応じた読書活動の推進

ア　小・中学校における取組

　　各教科等の授業における計画的な学校図書館の利活用と、公立図書館やボランティア等との連携の促進、優れた実践例に

　係る情報提供

イ　高等学校における取組

　　各教科等の授業における計画的な学校図書館の利活用、図書委員会等の主体的な活動の充実、学校間での実践例の共有の

　推進

ウ　特別支援学校における取組

　　読書に親しむ時間の設定や、読書から得た思いや考えを感想文や感想画などで表現する取組の推進

（３）学校図書館等

①　学校における読書活動活性化支援

　学校訪問による指導助言、実践例に係る情報提供、学校図書館担当教職員等を対象とした実務研修の実施

②　県立図書館の学校図書館等への支援

ア　学校図書館の環境整備と研修機会の提供

      県立図書館の図書資料の貸出し、学校図書館担当教職員や高等学校等図書委員を対象とした研修・交流の場を提供
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イ　図書館利用の促進と読書への興味・関心を高める取組

      県立図書館における、児童・生徒・学生等のセカンドスクール的利用の促進、インターンシップや見学者の受入による図

   書館の業務・役割の理解促進

３　地域における読書活動の推進

（１）市町村立図書館等の機能の充実
①　資料貸出や情報提供による支援　資料貸出や情報提供による支援

　県立図書館からの市町村立図書館への資料貸出により、小中学校、高齢者福祉施設等への資料貸出も含めた地域の読書活動

の活性化を推進するとともに、県立図書館から市町村立図書館に対し助言や情報提供

②　市町村立図書館等職員の育成
　市町村立図書館等職員を対象として図書館運営に関する研修会を実施するとともに、県内市町村立図書館等職員の交流の場 

を提供

③　課題解決のための読書や図書館利用の促進
　健康、子育て、法情報、くらし、仕事などの課題や地域課題の解決に資する資料の充実とセミナーの開催、市町村立図書館

等の課題解決支援サービスに対する助言

（２）読書活動推進に係る地域人材の充実
①　読書活動を推進している地域人材への支援　

　読み聞かせの意義、実践方法についての理解を促進する｢あきた県庁出前講座｣等の実施　

②　読み聞かせ団体等への活動支援
　県立図書館からボランティア団体等への資料貸出

（３）読書が困難な方の読書環境の整備   
①　障害者等の図書館利用に係る体制の整備

　読書バリアフリー法に基づく障害者等へのサービス提供と読書環境整備、市町村立図書館等に対する当該サービスに関する

情報提供・助言、専門家による研修
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②　視覚障害者等の秋田県点字図書館の利用に係る体制の整備
　県点字図書館の蔵書の充実、点字・音声図書等の製作を担う人材の養成・資質向上、デイジー図書等の利用に必要な情報機

器等の貸与・利用手順習得の支援、サピエの利用促進

③　高齢者等の読書活動の支援
　読書が困難な高齢者や障害者等をサポートするボランティア活動の周知、大活字本コーナー等の紹介

４　関係機関との協働による読書活動の推進
（１）秋田県読書活動推進連絡協議会の充実

　  県と市町村で構成する秋田県読書活動推進連絡協議会において情報を共有し、協働して読書活動を推進

（２）「県民読書の日」における啓発
　  11月１日の「県民読書の日」に合わせ、｢トークライブイベント｣、｢ふるさと秋田文学賞｣を実施

（３）書店団体等と連携した取組の推進
　  書店団体等との連携によるキャンペーンの実施等

（４）市町村との協働による読書活動の推進
①「ビブリオバトル」の普及と大会開催

  発表者が紹介したお薦め本をもとに本の面白さや魅力を共有し「一番読みたくなった本（チャンプ本）」を参加者全員が投

票で決めるコミュニケーションゲーム「ビブリオバトル」を県内各地区で開催

②　「子ども読書の日」の周知と取組の推進
  ４月２３日の「子ども読書の日」の周知、各市町村に対しイベントの企画を働きかけ

③　「秋田県読書フェスタ」の開催
  市町村立図書館やボランティア団体と連携して読書イベントを開催

（５）読書体験の共有や読書を通じた交流の促進
①　書評コンテストの実施と入賞作品の周知　

②　読書会やブックカフェ等の交流の場づくりへの支援

（６）県民の寄贈によるリサイクル文庫の普及
　  県民から寄贈された絵本や児童書を子どもが利用する施設等で再活用を図る取組の推進、事業周知の強化

（７）大学や外部機関等との連携の促進
　  大学図書館と県立図書館との相互貸借の推進、県立図書館から希望する外部機関への資料貸出、連携したセミナー開催、地元

  企業が「雑誌スポンサー」となって公立図書館等へ雑誌を提供
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